
生ごみ堆肥化容器等購入費補助のお知らせ

平成２１年度の生ごみ堆肥化容器等購入補助（処理機）は終了しました。

なお、堆肥化容器等についてはまだ受付をしています。

東松島市では、生ごみ堆肥化容器・電動処理機を購入される方へ補助を行っています。

補助内容

　堆肥化容器等　　１基あたり購入費の１／２とし上限　３，０００円まで

電動処理機　　　１機あたり購入費の１／２とし上限２５，０００円まで

補助要件

○市内に住所を有し，かつ居住していること 

○市内の販売店で購入すること

○自己の責任において容器（処理機）を設置し，適切に維持管理することができること 

○容器（処理機）により生成されるたい肥を有効に活用できること 

○同一世帯の者が過去５年度以内に容器（処理機）の購入費補助を受けてないこと

ただし，次の場合は購入費補助を受けることができます。

・容器の補助を受けた基数が１基で，さらに１基を購入する場合

・前年度以前に補助を受け容器を購入し，今年度処理機を購入する場合

・前年度以前に補助を受け処理機を購入し，今年度容器を購入する場合

○市税の滞納がないこと

生ごみ堆肥化容器等　購入費補助事業　受付の流れ
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①　購入
②申請書兼実績報告書の提出
【必要なもの】・領収書（写し）
・購入製品が確認できるもの

⑧交付確定通知の送付
⑨指定口座への振込



生ごみ処理機　購入費補助事業　受付の流れ
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①電話で環境課へ購入前に予約
・本人が直接環境課へ電話する。
・直接鳴瀬庁舎へ来庁した際は、
環境課へ電話をつなぐ。

②関係書類の送付

④申請書の提出
【必要なもの】・見積書（写し）

⑤交付決定通知と
実績報告用紙の送付

⑦実績報告書の提出
【必要なもの】・領収書（写し）
・購入製品の保証書（写し）

⑧交付確定通知の送付
⑨指定口座への振込

③見積書の取得

⑥処理機の購入


